
【2013.08.09】    <TOIPCS> 

■ 中高年社員や退職者への情報提供は十分ですか？ 

－「改正高年齢者雇用安定法」が施行されました。（2013年4月より）－ 

◆ 65歳、さらに70歳までの雇用が想定されている 

 2013（平成25）年4月より、厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴う措置

として、高年齢者の雇用継続を促す「改正高年齢者雇用安定法」が施行されました。 

 今回の改正では65歳までの雇用継続が想定されており、継続雇用制度を作成するにあたって

は、原則、希望者全員を再雇用する制度とする必要があります（一部例外と経過措置が設けられ

ています）。 

 さらに、政府はすでに、「70歳まで働ける企業」の普及・促進も進めており、70歳までの雇用継続

も視野に入っています。 

 

◆ 中高年社員に関する取組み 

 中高年社員の増加を見据えて、東京都では、「中高年勤労者福祉推進員（ライフプランアドバイ

ザー）養成講座」を開講するとのことです。 

 この講座は、中小企業事業主や人事担当者などを対象に、社員の退職後のライフプランについ

て助言できる人材を養成することが目的で、「税金」「年金」「法律」「キャリア開発」「介護」「メンタ

ルヘルス」などの講習を修了した人に、東京都知事名の修了証書が授与されるとのことです。 

 

◆ 中高年社員や退職者への情報提供は十分ですか？ 

 こうした認定までは受けなくても、自社の中高年社員に向けて、これからのライフプランについて

の社内研修を開いたり、退職を控えた社員に退職後の社会保険や年金等の手続きをまとめた小

冊子を配付したりするなどの対応を行う企業は、年々増えてきているようです。 

 これから高齢期・退職期にある社員に対する情報提供は、より重要性を増していくことでしょう。 

 トラブルの多い社員が定年退職後の再雇用を求めてくるケースも多いようです。こうした情報提

供は、離職・退職時のトラブル防止にも役立ちますので、規程等の整備と併せてぜひ活用される

ことをお勧めいたします。  


